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10月
●10月12日
１　９月分源泉所得税・住民税の特別徴収

税額の納付
●10月15日
２　特別農業所得者への予定納税基準額等

の通知
●11月２日
３　８月決算法人の確定申告〈法人税・消

費税・地方消費税・法人事業税・（法
人事業所税）・法人住民税〉

４　２月、５月、８月、11月決算法人の
３月ごとの期間短縮に係る確定申告
〈消費税・地方消費税〉

５　法人・個人事業者の１月ごとの期間短
縮に係る確定申告〈消費税・地方消費
税〉

６　２月決算法人の中間申告〈法人税・消
費税・地方消費税・法人事業税・法人
住民税〉（半期分）

７　消費税の年税額が400万円超の２月、
５月、11月決算法人の３月ごとの中
間申告〈消費税・地方消費税〉

８　消費税の年税額が4,800万円超の７
月、８月決算法人を除く法人・個人事
業者の１月ごとの中間申告（６月決算
法人は２か月分）〈消費税・地方消費
税〉

●10月中において市町村の条例で定める日
９　個人の道府県民税及び市町村民税の納

付（第３期分）

※　税理士相互扶助の日…10月26日

●11月10日
１　10月分源泉所得税・住民税の特別徴
収税額の納付

●11月16日
２　所得税の予定納税額の減額申請
●11月30日
３　所得税の予定納税額の納付（第２期
分）

４　特別農業所得者の所得税の予定納税額
の納付

５　９月決算法人の確定申告〈法人税・消
費税・地方消費税・法人事業税・（法
人事業所税）・法人住民税〉

６　３月、６月、９月、12月決算法人・
個人事業者の３月ごとの期間短縮に係
る確定申告〈消費税・地方消費税〉

７　法人・個人事業者の１月ごとの期間短
縮に係る確定申告〈消費税・地方消費
税〉

８　３月決算法人の中間申告〈法人税・消
費税・地方消費税・法人事業税・法人
住民税〉（半期分）

９　消費税の年税額が400万円超の３月、
６月、12月決算法人・個人事業者の
３月ごとの中間申告〈消費税・地方消
費税〉

10　消費税の年税額が4,800万円超の８月、
９月決算法人を除く法人・個人事業者
の１月ごとの中間申告（７月決算法人
は２か月分）〈消費税・地方消費税〉

●11月中において都道府県の条例で定める日
11　個人事業税の納付（第２期分）

※　税を考える週間…11月11日～17日

11月 12月
●12月10日
１　11 月分源泉所得税・住民税の特別徴
収税額・納期の特例を受けている者の
住民税の特別徴収税額（６月～ 11 月
分）の納付

●本年最後の給与の支払を受ける日の前日
２　給与所得者の保険料控除申告書・配偶
者控除等申告書・住宅借入金等特別控
除申告書の提出
提出先…給与の支払者経由、その給与

に係る所得税の納税地の所轄
税務署長

●本年最後の給与の支払をするとき
３　給与所得の年末調整
●翌年１月４日
４　10 月決算法人の確定申告〈法人税・
消費税・地方消費税・法人事業税・（法
人事業所税）・法人住民税〉

５　１月、４月、７月、10 月決算法人の
３月ごとの期間短縮に係る確定申告
〈消費税・地方消費税〉

６　法人・個人事業者の１月ごとの期間短
縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉

７　４月決算法人の中間申告〈法人税・消
費税・地方消費税・法人事業税・法人
住民税〉（半期分）

８　消費税の年税額が 400 万円超の１月、
４月、７月決算法人の３月ごとの中間
申告〈消費税・地方消費税〉

９　消費税の年税額が 4,800 万円超の９
月、10 月決算法人を除く法人・個人
事業者の１月ごとの中間申告（８月決
算法人は２か月分）〈消費税・地方消
費税〉

●12月中において市町村の条例で定める日
10　固定資産税（都市計画税）の第３期
分の納付
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健康情報

〒370-0841 高崎市栄町 16-11 高崎イーストタワー 13F

AFツール-2018-5408-1903006　11月16日
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法人、個人の税務申告・相続税申告
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群馬県からのお知らせ



新会員・部会員紹介

ご入会をご希望の方は法人会事務局まで
お問い合わせください。

法人会は「健全な経営」「正しい納税」「社会貢献」をテーマに
活動をすすめる全国約80万社の、会員組織です。

会　員
募集中

一般社団法人高崎法人会　事務局
　TEL：027-363-4526
　http://www.takasaki-hojinkai.com/

新会員・部会員紹介

令和２年度下期「決算税務説明会」日程表

令和２年度下期「新規設立法人税務説明会」

今後の税務説明会の予定
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・・

各金融機関のインターネット
バンキングの申込書を作成
する。
高崎法人会の会員であるこ
とを証明する為、高崎法人
会発行の「証明書」（※）に
署名押印する。
証明書は高崎法人会事務局にて
お渡しいたします。
上記金融機関へ、「インター
ネットバンキング申込書」に
「証明書」を添付して申込
む。
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